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■要約 

Covid-19（変異株）の感染拡大により、2021年４月には３度目の緊急事態宣言が発出された。これ

まで新規感染者数が増加を繰り返す中で、人と人との接触機会を減らすことを目的とした対策が実施

されてきた。需要者については「不要不急の外出自粛要請」により人々の自発的な外出抑制を期待し

た対策であり、供給側については飲食店や百貨店、劇場等の商業施設や公共施設への休業及び、営業

時間の短縮要請により人々の外出自粛を求める対策が実施されてきた。こうした需給両面を通じた外

出抑制策の効果について実証的に検討するのが本論の目的である。 

ただし、2020 年２月からこれまでの感染状況及びそれへの対応策は時期により異なっている。特

に、地域単位でみると、飲食店への休業・時短要請の対応で大きく異なる。各地域の Covid-19への対

策を整理した上で検討する。 

 

分析結果をまとめると以下の通りである。 

（自発的な外出抑制効果） 

・ 第１波（2020年２月１日～５月 31日）には、人口 10万人当たりの新規感染者が 1単位増加すれ

ば 5％前後の外出率の減少がみられ，人々の自発的な外出抑制効果が強く確認できる。 

・ 第２波（2020 年７月１日～９月 30 日）以降、外出抑制の効果は急激に低下している。第 2 波で

は 0.8％前後の外出率の減少となり、その後はさらに低下して 0.3％前後の低下に留まっている。 

・ 第 4波前半期には Covid-19（変異株）への感染リスクの受け止めから大都市圏を含む地域での上

昇がみられるが、傾向として外出抑制効果が低下したのは大都市圏を含む地域である。 

 

（供給面への制約の効果） 

・ 第１波では概ね 30％台の外出抑制効果があったが、第２波以降は 19 時台以降の外出率で 5％～

15％台の減少と効果は大きく低下している。 

・ 第 2波以降の減少率の水準でみれば、要請対象となる時間帯（19時以降）の効果は、大きく落ち

ているわけではない。 
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・ 強めの要請をおこなった場合、あるいは緊急事態宣言を受けて政府と一体でおこなった場合には、

15％前後の外出率の減少がみられ、飲食店への営業自粛要請による外出抑制効果はより高まるこ

とが確認できる。 

・ 第３波前半（2020 年 10 月１日～12 月 27 日）は、要請内容を強めても外出抑制効果がさほど高

まっていない。大都市圏を含む地域で対応が異なったこと、政府との折衝を巡る行き違い的な動

きがあったことが影響していると考えられる。 

 

以上のように、人々の自発的な外出抑制効果及び、飲食店への営業自粛要請の効果は，第 2波以降

大きく低下している。特に、新規感染者数の増加を受けた自発的な外出抑制の効果は、概ね 1％未満

となっている。人々の自発的な外出抑制効果を期待する対策への依存は厳しい状況にある。 

もっとも、飲食店への営業自粛要請は、第２波以降大きく低下したものの 5～10％前後の抑制効果

を有しており、特に、強めの要請をおこなった場合、あるいは緊急事態宣言を受けて政府と一体でお

こなった場合には、外出抑制効果は 15％程度へより高まることが確認できる。しかし、飲食店への強

めの要請をおこなえば良いというものではない。特に、東京都など一部の地域では 2020年 11月末以

降から５カ月におよぶ飲食店への営業自粛要請が実施されている。その中で、要請への「協力金」の

支給状況に関する情報はほとんど確認できない。たとえば、東京都の「申請の流れ」をみると、2021

年 1月 8日以降の実施分の支給は「3月上旬」とされている。しかし各種メディアの報道では，同期

間の支給は 2021年 4月 23日時点で半分程度とのことである。これでは資金繰りの厳しい中小零細企

業を中心に、ただ飲食店など一部の産業へ負担を押し付け，産業間や地域間で不公平感を増長させる

ような結果となるのではなかろうか。営業自粛要請もまた、飲食店の自発的な行動に期待しての対策

である。要請協力金に関する支給状況・結果を示した上で協力要請をするなど、政策への信頼感を高

める必要がある。 

 

1――はじめに 

2020 年初からの Covid-19 感染拡大に収束の兆しは見えない。2021 年１月には２度目の緊急事態

宣言が発出され新規感染者数は一旦減少し始めた。しかしながら、従来型のウイルスから変異株への

置き換わりなどから、４月頃から関西圏を中心に再び拡大に転じ、緊急事態宣言の前段階である「ま

ん延防止等重点措置」、５月には３度目の緊急事態宣言が発出され、人と人との接触機会の減少を通じ

た感染拡大の抑制が期待されている。 

感染拡大抑制の対策として中心となっているのが、飲食店1への休業要請・営業時間の短縮要請（以

下、時短要請）である。第３波前半（2020年 10月１日～12月 27日）以降からは、飲食店への時短

要請が中心とされている。つまり、供給を制約することにより、人々の外出抑制を期待するものであ

る。他方、新規感染者数の動向を受けて、外出を自らの意思で抑制する動きも確認できる（小巻（2020a）、

Hosono（2021）など）。これは需要者自身の自発的なものである。Hosono（2021）はこれらを「自発

 
1 飲食店の範囲については法律で対象となる範囲で食事提供施設と遊興施設に分類されるものがある。本論では酒類提供も
おこなう食提供施設及び、遊興移設に分類されるキャバレーやナイトクラブ等も含む形で用いている。 
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的ロックダウン」と呼び、この効果を考慮することが感染動向と経済への影響を検討する上で重要と

指摘している。このように外出抑制効果では、飲食店が営業時間に関する自粛をおこなう効果と、人々

が自発的に外出を控えようとする効果を検討する必要がある。 

本論では、2020 年２月１日から 2021 年５月７日までの４つの感染の波における外出の抑制効果

の大きさについて実証的に検証することが本論の目的である。本論で検討するにあたり考慮すべきこ

とは２点である。 

第１に、これまでの地域別の対応について整理した上で、状況別に地域区分をおこなう。特に、感

染の波ごとに地域間での感染状況が大きく異なっている。図表１は４つの波における 47 都道府県の

人口 10 万人当たりの新規感染者状況について平均と標準偏差を示したものである。第１波では感染

者数が少ないものの地域間での違いは大きくなかった。その後、感染者数の増加とともに標準偏差も

大きくなっており、地域間での感染状況が大きく異なっていることを示している。このため、地域の

対策をみると、実施期間、実施内容は全ての地域で異なっており、一律なものではない。ここでは地

域毎の飲食店への要請内容から、類似した地域に区分して検討する。 

 

（図表１） 

 

 

第２に、飲食店への休業要請・時短要請の取扱いである。新型コロナ感染症の拡大に対して、日本

を含む諸外国では Social Distancingとして、学校の休校、公共施設の閉鎖あるいは特定地域の封鎖等

の対策が実施された。こうした対策はNon-pharmaceutical interventions (医薬品以外による公衆衛

生対策、以下NPI)と呼ばれている。1918年のスペイン風邪時におけるNPIの状況とその効果に関す

る先行研究がみられる（Hatchett et al. (2007)、Markel et al. (2007)など）。その中で、NPIの強度と

して適用期間の長短で、その効果を確認することが行われている。本論では、飲食店への休業要請及

び時短要請の始期と終期や、その内容（酒類提供の制限の有無、ガイドライン遵守の有無など）につ

いて区別して検討する。 

 

期間 平均 標準偏差

第1波 2020年2月1日～2020年5月31日 0.60 0.74

第2波 2020年7月1日～2020年9月30日 2.20 2.95

第3波 2020年10月1日～2020年12月27日 4.73 4.87

2021年1月7日～2021年3月31日 8.67 8.01

第4波 　　2021年4月1日～ （2021年5月7日） 15.63 14.10

（注）①表の数値は各期間の「人口10万人当たりの感染者数」の平均と標準偏差を示す。

②標準偏差は当該期間の平均としている。

（出所）総務省「人口推計」、厚生労働省「国内の発生状況など」の公表データより作成。
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2――新規感染者とＮＰＩの推移 

1｜新規感染者の状況 

人口 10万人当たりの新規感染者数（人口 10万人当たりの感染者数）の推移をみると、４つの波が

確認できる（図表２）。これをみると、感染者の波が次第に大きくなっているだけでなく、各地域の感

染状況の標準偏差でみると、標準偏差もかなり大きくなっていることが確認できる。こうした地域間

における感染状況の違いが外出率にも影響を与えている可能性がある。また、感染症への対策は 2.2

節でみるように地域間での異なった対応をとるようになってきたと考える。 

本論では、第１波を 2020年２月１日～５月 31日、第２波を 2020年７月１日～９月 30日として

いる。また、第３波については途中に年末年始を挟みかつ 2021 年１月７日に第２回目の緊急事態宣

言が発出されたことから、前半（2020年 10月１日～12月 27日）、後半（2021年１月７日～2021年

３月 31日）に区分している。第４波前半は 2021年４月１日から５月７日としている。 

（図表２） 

 

 

2｜Covid-19への対策 

2.1｜第１波（2020年２月１日～５月 31日） 

2020 年２月以降の感染拡大で国は、マスク着用、手洗いやうがい等の啓もう活動、学校休業及び

外出自粛（人と人との接触機会を「最低７割、極力８割削減」）を促し、４月７日には埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の７都府県に５月６日まで緊急事態宣言を発出した。

その後、４月 16日に全都道府県に範囲が拡大された。この宣言に合わせて、各都道府県は緊急事態措

置として、①外出の自粛要請、②イベント開催の自粛要請、③施設の使用制限の要請などが実施され

た。特に、施設の使用制限では、社会生活を維持する上で必要な施設を除き、遊興施設、劇場、運動
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施設、生活必需物資の小売関係等以外の店舗及び、各都道府県は保有する施設について、休業要請が

おこなわれた。また、飲食店についてはキャバレー等の接待を伴う飲食店（遊興移設に区分）に対し

て休業要請、食事提供施設については概ね５時から 20時までの時短要請及び、酒類提供は 19時まで

との要請がおこなわれた。このように第１波では多くの施設が何らかの要請を受けた。 

その後、５月４日には緊急事態宣言が５月 31日まで延長され、各都道府県での措置についても延

長された。しかし、新規感染者の状況は地域により異なり、全国への緊急事態宣言は５月 14日に多く

の地域で解除され、北海道及び大都市圏を含む７地域に範囲は縮小された。その後も対象地域が縮小

される中で、５月 25日には緊急事態宣言は解除された。 

ただし、各都道府県の緊急事態措置は、自地域の新規感染者数などの感染状況に応じて柔軟に対応

されている。鳥取県や徳島県など 5県では飲食店への営業自粛要請が実施されていない。また、実施

期間は地域により大きく異なる。緊急事態宣言に合わせて緊急事態措置を採用している地域が多いが、

青森県や香川県など 5県では緊急事態宣言から 1週間程度後に飲食店へ要請をおこない、５月の連休

明けに解除する地域がある。他方、１都 3 県などでは緊急事態宣言が解除された後も、6 月中旬頃ま

で措置を継続した。このような対応の違いは外出率の減少幅の格差として確認できる（小巻[2020a]）。 

 

2.2｜第２波（2020年７月１日～９月 30日） 

第２波では飲食店への営業自粛要請は，11都府県2と一部の地域のみで実施された。６月中下旬以

降から、沖縄県を中心に一部の地域で新規感染者数が増加に転じ、それに対応して飲食店への時短要

請が実施されている。それ以外の 36 道府県は不要不急の外出自粛などの注意喚起やマスク着用など

の感染防止などの啓もうは行っているものの、飲食店への営業自粛要請などの供給面に制約を加える

対策はほとんど実施されていない。 

第２波での時短要請は、地域全体から特定地域を指定する要請がほとんどで、時短要請の場合には

宮崎県を除き酒類提供の時間制限は設定されていない。休業要請の場合にはガイドライン遵守の店舗

は対象外とする地域が一部でみられなど、第１波より緩和された要請となっている。 

地域別には、カラオケ店や接待を伴う飲食店への休業要請は福井県、福岡県、宮崎県、鹿児島県及

び沖縄県の４県で実施されている。しかし、埼玉県、千葉県、山梨県、大阪府では感染症防止のガイ

ドラインに準拠していない接待を伴う飲食店に対してのみ休業要請をおこなっている。大阪府はガイ

ドライン遵守店舗については酒類提供の制限なしの時短営業のみの要請を行っている。東京都は酒類

の提供をおこなう飲食店及びカラオケ店への時短要請のみで、しかも５時から 22 時までの営業にと

どめる要請で、第１波よりも緩和された内容となっている。 

 

2.3｜第３波前半（2020年 10 月１日～12月 27日） 

第３波の前半期は飲食店への営業自粛要請で実施（21地域），未実施（26地域）と大きく対応が分

 
2 埼玉県、千葉県、東京都、福井県、山梨県、愛知県、大阪府、福岡県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の 11都府県．神奈

川県、京都府、兵庫県は未実施である。なお、山梨県では、接待を伴う飲食店への休業要請を 2020年４月 20日から 2021

年２月 12日まで実施していた。 
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かれた3。大都市圏を含む地域では兵庫県と福岡県は 2021年１月まで飲食店への要請は実施していな

い。要請を実施した地域では、新規感染者数の増加時期が異なっていることから、ばらばらとなって

いる。この時期では青森県弘前市が最も早く、2020年 10月 20日から 10月 31日まですべての飲食

店を対象とする休業要請をおこなった。北海道は 11 月 7 日から地区限定型で飲食店の酒類別に休業

要請と時短要請を交え対応をおこない，山梨県では接待を伴う飲食店，個別に要件みたせば解除する

方法で休業要請が継続している。 

それ以外の地域は時短要請をおこない、多くの地域で 22時（ただし，愛知県、京都府、大阪府は

21 時，広島県 20 時）までと第２波の 20 時より営業時間が長く、酒類提供の制限は広島市のみで実

施されている。このように第２波に続き、第３波前半は地域により対応が大きく異なっている。地区

限定型で飲食店の形態別に休業要請と時短要請を交えた対応をおこなっている。時短要請では、広島

市は 2020年 12月 17日から５時から 20時までの時短要請に加え、酒類提供は 19時までと、当時の

要請では最も厳しい内容となっている。 

また、各地域とも「不要不急の外出自粛」は要請しているが、劇場やパチンコ店等の遊戯施設へ要

請はされず（一部の地域は協力依頼と弱めの要請をおこなっている）、図書館等の公共施設を閉鎖する

自治体も多くない。 

 

2.4｜第３波後半（2021年１月７日～３月 31日） 

第３波後半は、法律にしたがった緊急事態措置を実施する地域（11地域）、県独自に営業自粛要請

をおこなう地域（13地域4）及び、未実施の地域（23地域）と３つの対応に分かれた。 

年末年始にかけて東京都など首都圏での新規感染者数の大幅増加を受けて、政府は 2021年１月７

日に２度目の緊急事態宣言を発出し、１月８日から２月７日まで埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川

県の１都３県を対象地域とした。１月 13日にはその対象範囲を、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、

大阪府、兵庫県及び福岡県の２府５県に拡大し、11地域が対象となった。その後も、大都市圏を含む

地域での感染状況が改善しないことから、栃木県を除く 10 地域について３月７日まで延長すること

となった。しかし、感染状況の改善には地域差がみられ、３月１日には首都圏の１都３県を除き緊急

事態宣言は解除され、首都圏（１都３県）の期間は３月 21日まで延長され、その期日をもってすべて

の緊急事態宣言は解除された。 

ただし、各地域で実施された緊急事態措置は 2020年４月の時と比較すると、大きく軽減された内

容となっている。飲食店への営業自粛要請では、山梨県を除き、休業要請ではなく時短要請と酒類提

供時間の制限となっている。また、飲食店以外の他の商業施設などへの要請についても時短要請が中

心となっている。東京都を例にみれば、大規模（1000平米超）な劇場や運動施設なども時短営業が要

請され、イベントについては上限人数制限が実施されるなど、かなり軽減された内容となっている。 

 
3 2020年 12月末までに飲食店への営業自粛要請をおこなっていない地域は、岩手県、秋田県、山形県、栃木県、新潟県、

富山県、石川県、福井県、三重県、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、徳島県、香川

県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の 26県と過半を超えている。 
4 北海道，宮城県、福島県、茨城県、群馬県、長野県、岐阜県、広島県、愛媛県、高知県（1月 11日まで）、熊本県、宮崎

県、沖縄県では、独自に時短要請をおこなっている。 
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2.5｜第４波前半（2021年４月１日～５月７日） 

第４波前半は、第 3波後半から引き続き営業自粛要請を行う地域、5月の連休中に要請をおこなっ

た地域（9地域）及び，未実施の地域（12地域）に分かれる。 

2021年３月 21日に緊急事態宣言が解除された。その後も要請内容は緩和されたものの、宮城県、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府及び兵庫県の８都府県では飲食店への時短要請

が継続されている。しかし、大阪府など関西圏での Covid-19（変異株）への置き換えとともに、新規

感染者数が急増し、4 月 1 日には緊急事態宣言の前段階となる「まん延防止等重点措置5」が宮城県、

大阪府及び兵庫県に発出された。その後，4月 9日に京都府、沖縄県に拡大、4月 16日に東京都、埼

玉県、千葉県、神奈川県、愛知県に拡大された。しかし、大阪府などでは感染拡大ペースが鈍化しな

かったことから，4 月 23 日には東京都、京都府、大阪府及び兵庫県に対して 3 度目の緊急事態宣言6

を発出し、まん延防止等重点措置の地域として愛媛県が追加された。さらに、新規感染者数の増加ペ

ースが鈍化せず、Covid-19（変異株）が周辺地域へ広がりをみせ、いくつかの地域で最多となる新規

感染者を確認することとなった。このため，5 月 7 日以降，緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置

の適用区域を拡大し、期間を延長する形で新規感染者の抑制に努めている。 

第４波前半は、飲食店への営業要請で、①酒類提供をおこなう飲食店に対しては休業要請、②酒類

を提供しない飲食店には時短要請をおこない、飲食店への営業自粛要請がかなり厳しくなっている。 

飲食店以外の施設については、地域により対応が分かれている。青森県など 28地域は特段の要請

はない。それ以外の地域では当初は休業要請が中心であったが、その後時短要請への緩和した地域、

当初から時短要請のみとしている地域がある。この結果、隣接する地域間でみれば対応が異なるよう

な状況にある。たとえば、首都圏では東京都のみ休業要請中心の対策であるものの、埼玉県、千葉県、

神奈川県では時短要請にとどまっている。この中で、青森県など９県は第１波以来の飲食店への営業

自粛要請に踏み切り、また、岡山県、徳島県はこれまでで初めての要請をおこなっている。他方で、

岩手県など 12県では飲食店への営業自粛の要請をおこなっていない。 

 

3――外出抑制に関する先行研究 

1｜需要者による自発的な外出抑制 

日本では一部の国で実施された「ロックダウン」のような強制的な外出抑制策ではなく、人々の自

発的な外出抑制に依存した対策となっている。Hosono（2021）は、水野（2020）のデータ7を用いて、

人々は新規感染者の増加を感染リスクの拡大と捉えて分析し、新規感染者数の増加により人々は外出

を自粛していると指摘している。ただし、Hosono（2021）での推計結果をみると、新規感染者数に関

 
5 まん延防止等重点措置の実施期間は宮城県、大阪府及び兵庫県は 4月 5日から 5月 5日まで。京都府、沖縄県は 4月 12

日から 5月 5日まで。東京都は 4月 12日から 5月 11日まで。埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県は 4月 20日から 5月

11日まで．愛媛県は 4月 25日から 5月 11日まで。なお，4月 23日に宮城県，埼玉県、千葉県、神奈川県，愛知県及び沖

縄県は 5月 11日まで延長された。 
6 3度目の緊急事態宣言の実施期間は 4月 25日から 5月 11日まで。その後、実施期間は延長されている。 
7 水野（2020）のデータは、本論で使用している主要駅での滞在人口データではなく、各地域の住宅地における自宅周辺滞

在のデータを作成し、公表されている。 
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するパラメーターは第１波以降大きく低下していることが確認できる。 

水野・大西・渡辺（2020）は、日本全国で自粛率の地域格差が非常に大きいことと指摘している。

政府の自粛要請は地域によらず一律であり、既に積極的な自粛を実行している地域の住民にとっては

過剰な要請になる一方、自粛の足りていない地域の住民に対しては過小な要請となっている可能性が

あることから、地域の実情を考慮した対策が必要であると指摘している。 

小巻（2020a）は、自発的な外出抑制に影響した情報として、第１波では自地域の新規感染者数の

状況が影響しているとしている。また、他地域の新規感染者数の動向では最も早くNPIを実施（2020

年２月 28日）した北海道の影響が大きく、感染症に関するニュースでは、有名人の死亡ニュースの影

響も確認できるが、緊急事態宣言発出の効果が大きいとしている。 

こうした自発的な外出抑制の背景には、心理的な影響があると指摘する研究がある。Katafuchi, 

Kurita, and Managi（2020）は、地域毎のモビリティデータをもとに推定したところ、緊急事態宣言

の下では強い心理的コストを伴うため、人々は外出を控えると指摘している。緊急事態の下で外出は、

感染のリスクと外出の汚名の両方から生じる心理的コストに苦しんでいることがあるとしている8。こ

の点について、Yamamoto（2020）は感染症の拡大が著しい地域でのサーベイ調査から、緊急事態宣

言による自発的な自制行動が心理的苦痛を引き起こしていると指摘している。 

 

2｜供給面への制約による外出抑制効果 

日本でのNPIの効果については、第１波では休業要請の期間が長いほど、その効果が高いとしてい

る（小巻[2020]a）。また、第３波前半では、飲食店への時短要請の効果で、その内容により外出抑制

効果に差異があったとしている。広島市については、東京圏で外出率が減少せず、大阪市や札幌市で

2020年末にかけて外出率の減少が鈍化する中で、外出抑制効果を保ち続けた。広島市の時短要請のみ

が酒類提供時間に制限を設けた要請となっていたが、他地域は営業時間のみの短縮要請であったこと

が影響している可能性がある（小巻[2021]）。 

他方で、Hunter, el al（2020）は、英、独、仏など欧州 30カ国を対象に、Social Distancingに基

づく施策が新型コロナウイルス感染症の感染者数や死亡者数の減少にもたらす効果について分析した

ところ、休校や大規模集会の禁止、一部のサービス業の営業停止は感染拡大の抑制に効果があったも

のの、外出禁止や生活必需品を扱う店舗以外の営業停止は感染者数や死亡者数の抑制に顕著な効果が

認められなかったと指摘している。 

需要面及び供給面での外出抑制効果は、それぞれが影響して単独での影響ではない。しかしながら、

同様な対策を講じたとしても地域により外出状況が異なってきたのは、第３波前半以降と確認できる。

そこで、以下では地域毎の対策内容の違いを考慮したパネル分析をおこない、需給両面の効果を検証

する。 

 

 
8 地域住民へのサーベイは行っていないが、青森県弘前市では 2020年 10月 12日に域内で初めての感染者が確認され、そ

の後飲食店などでクラスターが発生したことから、10月 20日～10月 31日まですべての飲食店について休業要請をおこな

った。その結果、域内における外出率が急速に減少し、新規感染者数も減少した。住民のCovid-19への懸念が共有されて

いた例といえるのではなかろうか。 
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4――外出抑制効果の検証 

ここでは、需要者の自発的な自粛行動と、飲食店での休業要請あるいは時短要請という供給面での

制約が人々の自粛行動に与えた効果について定量的に確認する。 

 

1｜データ 

1.1｜外出率データ 

ここでは株式会社 Agoopの流動人口データにおける主要駅での時間帯別の滞在人口を用いる。各時

間帯別の滞在人口の変化率を外出率として用いる。外出率については平日及び休日（土曜・日曜・祝

祭日）別に、2020年１月 18日から 2020年２月 14日までの Covid-19の感染が広がる以前の滞在人

口の平均値を基準として日々の外出率を算出している。 

また、大都市圏の場合、複数の地域についてのデータが利用可能である。たとえば、東京都の場合

15 駅のデータが利用可能であるため、それぞれの駅の外出率を算出した上で、15 駅の外出率の単純

平均値を東京都の外出率としている。 

その上で、分析には７日間の後方移動平均値を用いている。これは平日及び休日により外出率が異

なること、また同じ休日であってもその並び方（連休か飛び石連休かなど）により外出率は異なる。

さらに、日々の外出率は振れが大きいことから、趨勢としての外出率を用いている。なお、Agoopの

流動人口データでは愛媛県のデータが公表されていないことから、以下の分析では 46 都道府県のデ

ータを用いている。 

 

1.2｜新規感染者数 

新規感染者数については、日次ベースの新規感染者数の公表値（厚生労働省）を用いている。ただ

し、このデータでは、実際に感染症が発症したのか、検査における陽性者の数値であるかは区分でき

ない。マスメディアでは新規感染者数の実数が日々のニュースで伝えられることが多く、どうしても、

実数の大きさから東京都や大阪府等の人口集中地域の状況が中心に伝えられる。しかし、各地域の感

染者数の重要度を確認するには、各地域の人口数でみて 10 万人当たりの新規感染者数で検討する必

要がある。ここでは、人口 10万人当たりの感染者数を用いている。人口 10万人当たりの感染者数に

ついては、過去７日間の移動平均値をもとに各日の感染者数を算出している。 

 

2｜推計 

2.1｜推計区分 

推計にあたっては、人口密度及び飲食店への営業要請の実施有無や要請内容に応じて、図表３のよ

うに区分しておこなっている。飲食店への要請状況は、感染症の時期により大きく異なっていること

がわかる。特に、飲食店への要請はすべての地域で実施されているわけではない。このように、地域

間で対策が異なっていることから、すべての地域を一括して推計するだけでは、外出率の抑制効果の

状況が明確とならない可能性がある。 

 

 



 

 

10｜               ｜ニッセイ基礎研レポート 2021-06-10｜Copyright ©2021 NLI Research Institute All rights reserved 

 

（図表３） 

 

 

2.2｜モデル 

（１）需要者の自発的な外出率の抑制効果 

Covid-19の先行きの感染状況が予測し得ないものとして、Covid-19の不確実性が、需要者の経済

行動に影響を与えていると考え、以下の式（１）をもとに推計する9。 

 

∆𝐺𝑜𝑜𝑢𝑡𝑐𝑡 = 𝛽 𝐼𝑛𝑓𝑐𝑡 + ∆𝜆𝑐 + 𝛾∆𝑋𝑐𝑡 + ∆𝜀𝑐𝑡  (１) 

 

ただし、 𝑐は地域、ｔは期間、𝑖𝑛𝑓は人口 10 万人当たりの新規感染者数、𝜆𝑐 は固定価格効果要因、

𝑋は感染症以外の外出率へ影響を与える変数として各地域の政策状況違い区分する形で推計している。  

 

（２）飲食店の営業自粛の外出率への抑制効果 

アメリカでの 1918 年のスペイン風邪を巡る NPI の効果については、Hatchett et al. (2007) や

Markel et al. (2007)では、NPI の実施期間の長さをもとに、その効果を分析している。ここでは、

Markel et al. (2007)でのモデルを参考に飲食店への休業要請および時短要請が実施されている期間を

「１」とするダミー変数をもとに、その効果を検証する。 

 

 
9 推計モデルは細野（2021）と異なり、NPIにかかる変数は入れていない。また、推計に用いる変数は７日間後方移動平

均値を用いており、曜日ダミーを用いていない。 

期間 全域
大都市を含

む地域

それ以外の

地域
飲食店への要請あり 飲食店への要請なし 要請強め 要請弱め

第1波
2020年2月1日～

5月31日
要請なし以外の地域（42地域）

鳥取，島根，岡山，徳島，大分（5地

域）

北海道，茨城，群馬，埼玉，千葉，東

京，神奈川，石川，山梨，京都，大

阪，広島，山口，福岡（14地域）

要請強め以外の地域（28地域）

第2波
2020年7月1日～

9月30日

埼玉，千葉，東京，福井，山梨，愛知，

大阪，福岡，宮崎，鹿児島，沖縄（11地

域）

要請あり以外の地域（36地域）
東京，福井，愛知，大阪，宮崎，鹿児

島，沖縄（7地域）
埼玉，千葉，山梨，福岡（4地域）

第3波前半
2020年10月1日

～12月27日

北海道，青森，宮城，福島，茨城，群

馬，埼玉，千葉，東京，神奈川，山梨，

長野，岐阜，静岡，愛知，京都，大阪，

広島，高知，熊本，沖縄（21地域）

要請あり以外の地域（26地域）
北海道，茨城，埼玉，千葉，東京，神

奈川，愛知，大阪（8地域）

宮城，群馬，長野，岐阜，静岡，京

都，広島，高知，沖縄（9地域）

第3波後半
2021年1月7日～

2021年3月31日

北海道，宮城，福島，茨城，栃木，群

馬，埼玉，千葉，東京，神奈川，山梨，

長野，岐阜，愛知，京都，大阪，兵庫，

広島，愛媛，高知，福岡，熊本，宮崎，

沖縄（24地域）

要請あり以外の地域（23地域）

北海道，茨城，群馬，埼玉，千葉，東

京，神奈川，岐阜，愛知，京都，大

阪，兵庫，福岡，沖縄（14地域）

宮城，福島，栃木，長野，広島，愛

媛，高知，熊本，宮崎（9地域）

第4波前半
2021年4月1日～

5月7日

青森，宮城，山形，茨城，埼玉，千葉，

東京，神奈川，新潟，石川，長野，岐

阜，愛知，三重，京都，大阪，兵庫，奈

良，和歌山，徳島，香川，愛媛，福岡，

長崎，熊本，宮崎，沖縄（27地域）

要請あり以外の地域（12地域）

宮城，埼玉，千葉，東京，神奈川，石

川，岐阜，愛知，三重，京都，大阪，

兵庫，徳島，福岡，長崎，沖縄（16地

域）

要請強め以外の地域（11地域）

４６都道府

県

埼玉，千

葉，東京

都，神奈

川，愛知，

京都，大

阪，兵庫，

福岡

大都市を含

む（9地

域）以外の

地域

（注）①上表での「要請強め」と「要請弱め」とは飲食店への営業自粛要請への強弱について、それぞれ以下のように区分している。

1) 第1波：（強め）要請期間が40日以上の地域、（弱め）40日未満の地域（27地域）

2) 第2波：（強め）対象となる飲食店への要請、（弱め）ガイドライン遵守の飲食店を除く要請

3) 第3波前半：発出がかなり早い青森，山梨及び，年末間際の福島，熊本を除く．（強め）要請期間が20日以上の地域、（弱め）20日未満の地域

4) 第3波後半：発出がかなり早い山梨を除く．（強め）要請期間が60日以上の地域、（弱め）60日未満の地域

5) 第4波：発出が5月連休中（4/29～5/5）以降の北海道，福島，群馬，奈良，岡山，広島，佐賀，大分，鹿児島を除く．（強め）他施設への休止・時短要請あり、（弱め）他施設への休止・時短要請なし

②実際の推計では、外出率に関するデータから愛媛県を除いたもので推計している。

（出所）各地域の「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」資料、議事録及び知事会見資料をもとに筆者作成。
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∆𝐺𝑜𝑜𝑢𝑡𝑐𝑡 = 𝛽 𝑁𝑃𝐼𝑐𝑡 + ∆𝜆𝑐 + 𝛾∆𝑋𝑐𝑡 + ∆𝜀𝑐𝑡 (２) 

 

ただし、 𝑐は地域、ｔは期間、𝑁𝑃𝐼は飲食店への営業自粛要請期間を１とするダミー変数、𝜆𝑐 は固定

価格効果要因、𝑋はNPIの実施期間以外の外出率への影響を与える変数として、各地域の実施期間の

長短、飲食店への要請で例外規定及び、飲食店以外への施設への休業・時短要請の有無により区分し

た分析をおこなっている。  

 

5――外出抑制効果の分析結果 

ここでは自発的な外出抑制（図表４～５）及び、飲食店への営業自粛要請（図表６～７）の外出抑

制に関する推計結果を確認する。感染の波ごとを比較する目的から、外出率への影響を示すパラメー

ターのみの記載である。数値は被説明変数（外出率）が％表示の数値であるため、パラメーターも％

表示としている。 

 

1｜第１波（2020年２月 1日～５月 31日） 

（１）自発的な外出抑制の効果 

15 時台の状況をみると、新規感染者数の増加により-4.39％の外出率の抑制につながっていること

が確認できる（図表４、１行目）。特に、大都市圏を含む地域は-5.82％、それ以外の地域は-3.41％と

大都市圏を含む地域の方が外出率抑制効果は強い。特に、飲食店への休業要請・営業要請の対象時間

帯（19時台以降）になると、-6％前後と外出抑制効果が高まっている。 

緊急事態措置の実施の有無でみると、緊急事態措置が実施された地域では 15時台から-4.43％と実

施されなかった地域が-1.48％と比較して外出抑制効果は高い。外出抑制効果はその後も持続し 19 時

台以降-6％前後の外出抑制効果が確認できる（図表５、１行目）。当時は、食事提供施設の営業は 20

時まで（酒類提供は 19時まで）と要請されていた。 

また、飲食店以外の各種施設についても休業・時短などの措置が採用されており、第１波で外出抑

制の効果が大きなものとなったとみられる。 

 

（２）飲食店の営業自粛の効果 

第１波の場合は、一部の地域を除き概ね緊急事態宣言が採用されていることから、営業要請の効果

は人々の自発的な抑制効果と同様の傾向が確認できる。15時台の-26.64％から、飲食店への要請が始

める 19 時台 30.43％へと外出抑制効果がたかまっている。特に、大都市圏を含む地域では 40％に近

い減少となっており、それ以外の地域より概ね 10％以上外出抑制効果が大きくなっている（図表６、

１行目）。 

要請内容の強弱の比較では、要請期間が 40日以上と長い地域の場合には 19時台以降 30％を超え

る抑制効果があり，要請期間が 40日未満の地域より 5％～7％程度高い（図表７、１行目）。 

 

2｜第２波（2020年７月１日～9月 30日） 

（１）自発的な外出抑制の効果 
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第２波については第１波時とは異なり、飲食店以外への営業要請を行っていないことから、自発的

な外出率抑制効果は全地域でみて-0.59％と第１波時の 1/8 程度となっている（図表４、２行目）。19

時台以降には小幅ながら減少幅が拡大している。特に、第１波と同様に、大都市圏を含む地域の方で

は 19時台以降 1％程度の抑制効果があり，それ以外の地域より 0.3％程度高い。 

しかし、酒類提供制限（19時以降）や時短要請（20時以降、東京都のみ 22時以降）実施の有無に

ついては、要請ありの地域の場合-0.54％～-0.66％であるのに対して、要請なしの地域は-0.71～-

1.18％と、効果が高い（図表５、２行目）。このことから、自発的な外出抑制効果は飲食店への営業時

間の自粛要請がなくとも確認できる状況にあった。 

 

（２）飲食店の営業自粛の効果 

飲食店への営業要請の効果は、全地域でみると 15時台で第 1波の-26.64％から-6.61％へ 1/4程度

低下している（図表６、２行目）。19時台以降についても、-7.82％～-8.67％と第 1波時より大きく低

下している。 

実際に要請を行った地域について、ガイドライン遵守の飲食店を対象外とするのか、全ての飲食店

を対象とするかでは、全ての飲食店を対象とする方が-7.32％～-9.27％と，ガイドライン遵守の飲食店

を対象外とする要請を行った地域（-5.13％～-7.40％）より外出抑制効果は高い（図表７、２行目）。

この背景には、ガイドライン遵守の飲食店を対象外とする例外がある場合には、営業をしている飲食

店があると、外出する誘因が生じ、抑制効果が低下するのではないかと考えられる。  

 

3｜第３波前半（2020年 10 月１日～12月 27日） 

（１）自発的な外出抑制の効果 

第２波より新規感染者が大幅に増加しているにも関わらず、15 時台の推計結果は有意ではなく、

新規感染者数の増加が外出抑制に影響していない（図表４、３行目）。19時台以降は-0.28％～-0.48％

と第２波の半分程度となっている。特に、大都市圏を含む地域での外出抑制効果はゼロ近傍から-

0.29％と第２波の 1/10程度まで低下している。しかし、それ以外の地域は第２波の時と概ね同程度の

外出抑制効果が確認できる。 

飲食店への要請有無でみれば、要請あり地域では第２波よりやや効果低下しているものも、-0.39％

～-0.59％の抑制効果が確認できる。しかし、要請なし地域では 19時台や 20時台では有意ではなく、

それ以外の時間帯も効果が大きく低下しており、飲食店への営業自粛要請が人々の自発的な外出抑制

効果に影響していることがわかる（図表５、３行目）。 

 

（２）飲食店の営業自粛の効果 

15時台の外出抑制効果は有意ではない。飲食店への営業自粛要請の対象時間となる 19時台以降で

みれば、それ以外の地域では-8.84％～-11.00％と第２波を上回る効果が確認できる（図表６、３行目）。

大都市圏を含む地域でも外出抑制効果は確認できるものの、第 2 波より効果は低下し、-2.18％～-

6.09％程度にとどまっている。 

飲食店への要請の強弱（ここでは要請期間が 20日以上もしくは 20日未満）でみれば、要請期間の
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長さが外出抑制の効果に影響しているわけではない（図表７、３行目）。逆に、要請期間が 20日未満

の地域での外出抑制効果が強い。 

 

4｜第３波後半（2021年１月７日～３月 31日） 

（１）自発的な外出抑制の効果 

全地域でみると、15 時台の外出抑制効果は-0.34％と第２波（-0.59％）よりやや劣るものの、第３

波前半のように外出抑制効果が有意でなかった状況と比較すれば、抑制効果が確認できる（図表４、

４行目）。ただし、地域間では大きく異なる。第２波は大都市圏を含む地域の方がそれ以外の地域より

外出抑制効果は高かったが、第３波前半では逆に、大都市圏を含む地域（-0.19％～-0.27％）の方が、

それ以外の地域（-0.46％～-0.60％）より低くなっている。 

この傾向は、飲食店への要請ありの地域（-0.25％～-0.29％）より、要請なしの地域（-0.64％～-0.80％）

の方が 2 倍程度と効果が大きくなっている。大都市圏を含む地域への緊急事態宣言の発出を受けて、

それ以外の地域での自発的な外出抑制している様子が窺える（図表５、４行目）。ただし、第２波及び

第３波前半には、飲食時間帯に入ると外出抑制効果が高まったことが確認できるが、第３波後半には

営業自粛要請の対象時間帯になっても、外出抑制効果に変化がない。 

 

（２）飲食店の営業自粛の効果 

飲食店に対する要請内容は、第３波前半と大きく変わるわけではないが、外出抑制効果は全地域で

-7.69％～-16.62％と、第２波及び第３波前半での効果をかなり上回っている（図表６、４行目）。この

背景には、第３波前半と異なり、後半には緊急事態宣言を受けて、当該地域では遊興移設、商業施設

や大規模（1000 平米超）な劇場や運動施設なども時短営業が要請されていることがあると考えられ

る。 

こうした要請範囲の拡大により、要請の強弱の違いでみると、第３波前半とは異なり、強めの要請

で-6.02％～-17.5％と、要請が弱め地域では-5.94％～-15.66％と大きな差異はない（図表７、４行目）。 

 

5｜第４波前半（2021年４月１日～５月７日） 

（１）自発的な外出抑制の効果 

この時期は、同様に緊急事態宣言が発出された第３波後半と比較すれば、緊急事態措置に該当する

地域では「酒類提供が止められたこと」及び「百貨店や劇場等の他の施設の使用でも休業もしくは時

短要請がおこなわれたこと」である。また、新型コロナ感染症のウイルスの型が変異株に置き換わっ

た。 

しかしながら、全都道府県でみれば、19時台以降-0.33％～-0.39％と第３波後半期（-0.33％～-0.38％）

と大きな差異は確認できない。ただし、厳しい新規感染者数の増加を示す大都市圏を含む地域は-

0.46％（第３波後半-0.27％）は、それ以外の地域-0.19％（同-0.46％）より自発的に外出率を抑制する

効果が確認できる（図表４、５行目）。 

また、飲食店以外に、他の施設への休業もしくは時短要請あり地域の方は-0.31％～-0.42％と、要

請なし地域（-0.29％～-0.35％）よりやや大きい程度にとどまっている。（図表５、５行目）。 
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（２）飲食店の営業自粛の効果 

第４波では緊急事態措置地域の場合、酒類の提供（酒類の持ち込みを含む）をおこなう飲食店への

休業要請、酒類を提供しない飲食店へは時短要請を実施している。 

第３波前半・後半と比べ、かなり強い措置となっているが、全地域の飲食店への営業自粛要請の効

果は-2.93％～-7.76％と第３波後半（-7.69％～-16.62％）より低下している（図表６、５行目）。ただ

し、より強い要請をおこなっている大都市圏を含む地域では-9.01％～-17.03％、第３波後半期（-7.97％

～-19.23％）と同等もしくは上回る効果が確認できる。また，飲食店だけでなく、他の施設への休業

あるいは時短要請をおこなっている場合には-3.42％～-9.37％と、それを実施していない地域（-2.60％

～-6.66％）よりも外出抑制効果は高い（図表７、５行目）。この点において、第３波後半と同様に、よ

り強い要請は外出を抑制する効果を高めると考えられる。 

 

図表４：外出率と新規感染者との関係（地域区分） 

 

 

図表５：外出率と新規感染者との関係（飲食店への営業自粛要請の有無による区分） 

 

 

全地域 大都市圏 それ以外 全地域 大都市圏 それ以外 全地域 大都市圏 それ以外 全地域 大都市圏 それ以外 全地域 大都市圏 それ以外 全地域 大都市圏 それ以外

第1波 -4.39 -5.82 -3.41 -5.96 -6.89 -5.32 -6.22 -7.01 -5.68 -6.18 -6.97 -5.63 -6.04 -6.94 -5.42 -5.67 -6.74 -4.93

第2波 -0.59 -0.76 -0.52 -0.77 -1.01 -0.68 -0.77 -1.04 -0.67 -0.76 -1.06 -0.66 -0.80 -1.16 -0.66 -0.76 -1.19 -0.59

第3波前半 0.01 0.10 -0.06 -0.28 -0.03 -0.48 -0.34 -0.07 -0.54 -0.41 -0.16 -0.60 -0.46 -0.25 -0.63 -0.48 -0.29 -0.62

第3波後半 -0.34 -0.27 -0.46 -0.38 -0.25 -0.59 -0.37 -0.23 -0.60 -0.36 -0.22 -0.57 -0.33 -0.18 -0.57 -0.33 -0.19 -0.55

第4波前半 -0.32 -0.46 -0.19 -0.37 -0.54 -0.21 -0.33 -0.42 -0.24 -0.39 -0.52 -0.26 -0.36 -0.48 -0.25 -0.34 -0.47 -0.21

23時台15時台 19時台 20時台 21時台 22時台

（注）①外出率と新感染者数との関係について、以下の地域で区分した推計結果を示している。

全地域：愛媛県を除く46都道府県

大都市圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

それ以外の地域：大都市圏を除く37道県

②推計期間（感染の波）は図表3と同じ

③数値の無印は1％有意、*は5％有意、**は10％有意、***それ以外を示す。

（出所）株式会社Agoop「流動人口データ」、厚生労働省「国内の発生状況など」、各地域の「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」資料、議事録及び知事会見資料などの公表資料をもとに筆者推計。

＊＊＊

要請あり 要請なし 要請あり 要請なし 要請あり 要請なし 要請あり 要請なし 要請あり 要請なし 要請あり 要請なし

第1波 -4.43 -1.48 -5.98 -4.38 -6.23 -5.45 -6.18 -5.83 -6.04 -6.18 -5.66 -5.93

第2波 -0.54 -0.71 -0.66 -1.13 -0.65 -1.18 -0.65 -1.14 -0.67 -1.19 -0.64 -1.12

第3波前半 -0.08 0.24 -0.39 -0.01 -0.44 -0.05 -0.52 -0.10 -0.57 -0.17 -0.59 -0.17

第3波後半 -0.26 -0.72 -0.29 -0.80 -0.29 -0.78 -0.28 -0.70 -0.25 -0.69 -0.26 -0.64

第4波前半 -0.31 -0.35 -0.40 -0.30 -0.33 -0.34 -0.42 -0.33 -0.38 -0.33 -0.36 -0.29

23時台15時台 19時台 20時台 21時台 22時台

（注）①外出率と新感染者数との関係について，飲食店への営業自粛の要請が「あり」，「なし」で区分した推計結果を示している．

1) 第1波：要請あり（41地域），要請なし（5地域）

2) 第2波：要請あり（11地域），要請なし（35地域）

3) 第3波前半：要請あり（21地域），要請なし（25地域）

4) 第3波後半：要請あり（23地域），要請なし（23地域）

5) 第4波：要請あり（26地域），要請なし（12地域）

②推計期間（感染の波）は図表3と同じ．

③数値の無印は1％有意，*は5％有意，**は10％有意，***それ以外を示す．

（出所）株式会社Agoop「流動人口データ」、厚生労働省「国内の発生状況など」，各地域の「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」資料，議事録及び

知事会見資料などの公表資料をもとに筆者推計。

＊＊＊ ＊＊

＊＊＊＊＊＊
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図表６：外出率と飲食店への営業自粛要請との関係（地域区分） 

 

 

図表７：外出率と飲食店への営業自粛要請との関係（要請内容の強弱による区分） 

 

 

6――まとめ 

2020年初では Covid-19に関する状況がわからず「未知のウイルス」であり、不確実性が高かった。

特に、2020 年２月に起きたマスク騒動は、「未知のウイルス」という不確実性の高まりにより、マス

ク購入が最適な行動と認識された結果であろう。また、有名人の死亡報道は Covid-19 をより身近な

ものとして捉えさせた可能性が考えられる。このような中で、第１波時には新型コロナ感染症の状況

が不明な点が多く不確実性が高い状況で、新規感染者数の増加を受けて、飲食店をはじめ、多くの施

設で休業措置が要請されたことや、学校についても休校措置がとられた。 

その後、Covid-19の病理的な知識の蓄積、マスクの効果等の感染予防の手段が周知されるにしたが

って、ある程度予防可能な感染症であることが認識されてきた。また、ワクチン開発により世界で最

初にワクチン接種、日本でのワクチン接種が進む状況も不確実な状況を軽減させている。ただし、今

後、Covid-19（変異株）へ置き換わり、感染状況が大きく変化する可能性もある。 

全地域 大都市圏 それ以外 全地域 大都市圏 それ以外 全地域 大都市圏 それ以外 全地域 大都市圏 それ以外 全地域 大都市圏 それ以外 全地域 大都市圏 それ以外

第1波 -26.64 -34.34 -23.82 -30.43 -39.45 -27.13 -30.20 -38.98 -26.99 -29.57 -38.18 -26.42 -28.80 -37.40 -25.66 -27.48 -35.86 -24.42

第2波 -6.61 -6.16 -7.44 -7.82 -7.57 -8.27 -7.91 -7.80 -8.10 -8.09 -7.98 -8.29 -8.44 -8.68 -7.99 -8.67 -9.15 -7.80

第3波前半 -0.48 0.60 -1.75 -5.23 -2.18 -8.84 -6.07 -2.98 -9.72 -7.33 -4.46 -10.70 -8.12 -5.68 -11.00 -8.32 -6.09 -10.96

第3波後半 -7.69 -7.97 -7.59 -13.26 -12.50 -13.53 -15.22 -15.38 -15.16 -16.62 -19.23 -15.68 -15.58 -14.35 -16.03 -15.21 -14.19 -15.58

第4波前半 -2.93 -9.01 -2.35 -5.37 -11.16 -4.81 -5.53 -0.92 -5.98 -7.72 -15.63 -6.95 -7.76 -17.03 -6.87 -7.42 -16.64 -6.53

23時台15時台 19時台 20時台 21時台 22時台

（注）①外出率と飲食店への営業自粛要請との関係について，以下の地域で区分した推計結果を示している。

全地域：愛媛県を除く４６都道府県

大都市圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

それ以外の地域：大都市圏を除く37道県

②推計期間（感染の波）は図表3と同じ

③数値の無印は1％有意、*は5％有意、**は10％有意、***それ以外を示す。

（出所）株式会社Agoop「流動人口データ」、各地域の「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」資料、議事録及び知事会見資料などの公表資料をもとに筆者推計。

＊＊＊ ＊

強め 弱め 強め 弱め 強め 弱め 強め 弱め 強め 弱め 強め 弱め

第1波 -29.44 -24.57 -35.00 -27.07 -34.16 -27.28 -33.40 -26.75 -32.81 -25.85 -31.54 -24.50

第2波 -7.32 -5.13 -8.66 -6.06 -8.81 -5.99 -8.84 -6.49 -9.26 -6.70 -9.27 -7.40

第3波前半 -1.25 1.31 -4.55 -6.82 -5.43 -7.56 -6.68 -8.82 -7.80 -8.86 -8.27 -8.44

第3波後半 -6.02 -5.94 -12.21 -12.35 -14.76 -14.19 -17.05 -15.18 -14.75 -15.85 -14.38 -15.66

第4波前半 -3.42 -2.60 -6.61 -4.52 -5.44 -5.60 -9.28 -6.64 -9.37 -6.66 -8.82 -6.45

23時台15時台 19時台 20時台 21時台 22時台

（注）①強めと弱めは飲食店への営業自粛要請への強弱について、それぞれ以下のように区分した地域（愛媛県を除く）での推計結果を示している。

1) 第1波：（強め）要請期間が40日以上の地域、（弱め）40日未満の地域

2) 第2波：（強め）対象となる飲食店への要請、（弱め）ガイドライン遵守の飲食店を除く要請

3) 第3波前半：（強め）要請期間が20日以上の地域（8地域），（弱め）20日未満の地域（7地域）

4) 第3波後半：（強め）要請期間が60日以上の地域（14地域），（弱め）60日未満の地域（7地域）

5) 第4波：（強め）他施設への休止・時短要請あり（19地域）、（弱め）他施設への休止・時短要請なし（27地域）

②推計期間（感染の波）は図表3と同じ。

③数値の無印は1％有意、*は5％有意、**は10％有意、***それ以外を示す。

（出所）株式会社Agoop「流動人口データ」、各地域の「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」資料、議事録及び知事会見資料などの公表資料をもと

に筆者推計。

＊
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こうした中で、人々の自発的な外出抑制効果は時間の経過とともに低下している。特に、第２波以

降、大きく低下している。まして、ワクチン接種が徐々に進展する中で、人々の自発的な外出自粛に

依存するのは難しいのではなかろうか。 

しかしながら、飲食店への営業自粛要請は、人々の外出自粛に対して依然として一定の効果を保持

していると考える。このため、外出抑制効果が落ちてきたとはいえ、人と人との接触機会を減少させ

る有効な対策の１つである。特に、強めの要請をおこなった場合、あるいは緊急事態宣言を受けて政

府と一体でおこなった場合には、飲食店への営業自粛要請による外出抑制効果はより高まることも確

認できる。 

 

飲食店への営業自粛要請は、東京都など一部の地域では既に長期化している。その中で、営業自粛

要請に協力した飲食店の経営を支えるのは「協力金」である。しかしながら、「協力金」の支給状況に

関する情報は、各自治体のホームページなどをみてもほとんど確認できない。たとえば、東京都のホ

ームページに掲載されている「申請の流れ」をみると、2021年 1月 8日以降の実施分の支給は「3月

上旬」とされている。しかし各種メディアの報道では、同期間の支給は 2021年 4月 23日時点で半分

程度とのことである。これでは資金繰りの厳しい中小零細企業を中心に、飲食店など一部の産業へ負

担を押し付け、産業間や地域間で不公平感を増長させるような結果となるのではなかろうか。営業自

粛要請もまた、飲食店の自発的な行動に期待しての対策である。要請協力金に関する支給状況・結果

を示した上で協力要請をするなど、政策への信頼感を高める必要がある。 

 

今回の検討では、外出率の変化については 2020年初の Covid-19感染拡大前の状況を基準に検討し

ている。外出率は第 1波で大きく減少した後、2020年初比ではマイナスであるものの、増減を繰り返

している。各感染の波での外出率については、それぞれの時期で比較検討する必要もあると考える。

また、飲食店への効果は休業要請あるいは時短要請の効果を一律に扱っている。この点については、

Hale and et al（2021）のように、実施された政策の強弱（政策の強度）を数値化するような形での分

析を検討する必要がある。特に、第 1波には種々の政策の複合的な効果となっており、それ以降とは

政策の強度も異なっている。こうした点については、今後の課題としたい。  
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